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三菱ＵＦＪ世界国債インデックスファンド 
（年 1 回決算型） 

（本書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。） 
 

当ファンドのお申込の前に、本書面および目論見書の内容を十分にお読みください。 

 

 

 

 

 

 投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。した

がって、元本保証はありません。 

 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ

ングオフ）の適用はありません。 
 
 

●当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

当社は、ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。 
 

●当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業で

あり、当社においてファンドのお取引を行われる場合は、原則として以下によります。 

・お取引にあたっては証券総合口座の開設が必要です。 

・あらかじめご注文に係る代金の全部をお預けいただきます。 

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書を交付します。 
 

●当ファンドに係る手数料等 

以下の手数料、費用の合計額をご負担いただきます。なお、これらの費用については運用状況 

により変動するため、事前に上限および合計額等を示すことができません。 

お申込手数料 ありません。 

その他の費用 
この他、信託報酬等を合計した費用をご負担いただきます。詳しくは

投資信託説明書（目論見書）をご確認ください。 
 

●当ファンドの販売会社の概要 

商号等 
トヨタファイナンシャルサービス証券株式会社 

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第 16 号 

本社所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目 17 番 21 号 

加入協会 日本証券業協会 

設立・資本金 設立：平成 12 年 7 月 19 日  資本金：75 億円（平成 20 年 3 月末現在） 

連絡先 

コールセンター  0800－500－0110（通話料無料） 

営業時間：平日 9:00～18:00（年末年始を除く） 

携帯電話、PHS の場合 052－239－2155（有料） 

 2008.5  H0253601 
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世界国債インデックスファンド�

（年１回決算型）�
投資信託説明書（交付目論見書）2008.4

※ 本書は金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。�



 

■当ファンドの受益権の価額は、公社債等の有価証券市場の相場変動、組入有価証券の発行者の信用状

況の変化、為替市場の相場変動等の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資

家のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることが

あります。 
■当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 

■運用により信託財産に生じた損益はすべて投資家のみなさまに帰属します。 

■投資信託は、預金等や保険契約とは異なり、預金保険機構、貯金保険機構、保険契約者保護機構の保

護の対象ではありません。 

■金融商品取引業者以外の金融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 

 
 

目  次 

  

基本情報一覧  

  

第一部 証券情報 申込手数料、申込単位 など 1

  

第二部 ファンド情報  

 第１ ファンドの状況  

 １ ファンドの性格 目的、仕組み など 3

 ２ 投資方針 投資方針、投資対象、分配方針 など 6

 ３ 投資リスク リスク、管理体制 など 15

 ４ 手数料等及び税金 費用、税金 など 17

 ５ 運用状況 投資状況、純資産・分配・収益率の推移 など 19

 ６ 手続等の概要 申込み、換金（解約）の手続き など 20

 ７ 管理及び運営の概要 基準価額、信託期間、計算期間 など 21

   

 第２ 財務ハイライト情報 ファンドの経理状況（財務諸表の主な内容） 23

   

 第３ 内国投資信託受益証券 

事務の概要 

名義書換、受益権の譲渡 など 24

   

 第４ ファンドの詳細情報の 

項目 

閲覧方法、記載項目 など 25

  

信託約款  

用語集  

 
 
 
お申込みの際には、当説明書をよくお読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申込みください。 
 

発行者名 三菱ＵＦＪ投信株式会社 

代表者の役職氏名 取締役社長 後藤俊夫 

本店の所在の場所 東京都千代田区丸の内一丁目 4番 5号 

この投資信託説明書（交付目論見書）により行う三菱ＵＦＪ 世界
国債インデックスファンド（年１回決算型）の募集については、
委託会社は、金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規
定により有価証券届出書を平成 20 年 3 月 14 日に関東財務局長に
提出しており、平成 20年 3月 30日にその効力が生じております。
当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書（請
求目論見書）は、投資家の請求により交付されます。なお、投資
信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合は、その旨をご
自身で記録しておいてください。 

 

有価証券届出書の写し
を縦覧に供する場所 

該当ありません 

 



 

本書面は、三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）
（「当ファンド」といいます。）をお申込みされるご投資家のみなさまに、
あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです。 
 
お申込みの際には、以下の事項および投資信託説明書（交付目論見書）を
十分お読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、お申し込みくだ
さい。 
 
■当ファンドのリスクについて 

当ファンドは、主に公社債を実質的な投資対象としますので、金利変
動により組入公社債の価格が下落すること、組入公社債の発行者の倒
産や財務状況の悪化等の影響により組入公社債の価格が下落するこ
と等で当ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
また、実質的に外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失
を被ることがあります。したがって、投資家のみなさまの投資元金が
保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投
資元金を割り込むことがあります。 
当ファンドの主な投資リスクとして、組入公社債の価格変動リスクや
為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク等があります。 
 
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情
報 第１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」をご覧ください。 

 
 

（裏面へ続きます。）

 



 

 
■当ファンドの手数料等について 

ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等は、以下のとおりです。 

○申込手数料 
ありません。 

○解約手数料 
ありません。 

○信託財産留保額 
ありません。 

○信託報酬 
ファンドの純資産総額×年 0.63％（税抜 年 0.6％） 

○その他の費用（＊） 
上記のほか、売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要す
る諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等をファンド
の信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 
 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「第二部 ファンド情
報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金」をご覧くださ
い。 

(＊)「その他の費用」については、運用状況等により変動するもので
あり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

 
ご投資家のみなさまにご負担いただく手数料等の合計額については、
お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することがで
きません。 
 

   

 

 



基本情報一覧 
 

主 な 投 資 対 象 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 

基 本 方 針 
シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投

資成果をめざして運用を行います。 

ベ ン チ マ ー ク シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 

主 な 投 資 制 限 

株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 

その他の投資制限もあります。 

主 な 投 資 リ ス ク 

・価格変動リスク 

・為替変動リスク 

その他のリスクもあります。詳しくは本文をご参照ください。 

信 託 期 間 平成20年3月31日から無期限 

決 算 日 毎年1月17日（休業日の場合は翌営業日） 

収 益 分 配 

毎決算時に、収益分配方針に基づき分配を行います。 

ただし、分配対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、収益分配金は税金を差し引

いた後、原則として再投資されます。 

信 託 報 酬 純資産総額の年0.63％（税抜 年0.6％） 
 
申 込 み の 受 付 原則として、いつでも申込みができます。 

申 込 単 位 
販売会社が定める単位 

詳しくは販売会社にご確認ください。 

申 込 価 額 申込受付日の翌営業日の基準価額 

申 込 手 数 料 ありません。 

解 約 の 受 付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 

解 約 単 位 販売会社が定める単位 

解 約 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 

信 託 財 産 留 保 額 ありません。 

解 約 代 金 受 取 日 原則、解約請求受付日から起算して5営業日目以降 

受 付 時 間 

原則、午後3時（半日営業日は午前11時）まで 

販売会社によっては、上記より早い時刻に締め切ることとしている場合があ

ります。詳しくは販売会社にご確認ください。 
※運用経過は毎決算後に運用報告書でお知らせします。 
※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 
※上記以外にご負担いただく手数料等については、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及

び税金」をご参照ください。 
 
 
 
基準価額、解約価額、申込手数料、
申込単位、販売会社は、右記でも
ご照会いただけます。 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の 9:00～17:00） 

ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 
※ホームページでは基準価額、解約価額をご照会いただけます。 

 
 



（空白ページ） 
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第一部【証券情報】 
 

（１）【ファンドの名称】 

三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）（「ファンド」といいます。） 

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

追加型証券投資信託です。 

当初元本は1口当たり1円です。 

格付は取得していません。 

ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に

関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め

「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振

替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条

に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振

替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録さ

れることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。また、振替受益権には無記名式

や記名式の形態はありません。 

 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

①当初自己設定：1,000万円 

②継続募集期間：1兆円を上限とします。 

 
（４）【発行（売出）価格】 

①当初自己設定 

1口当たり1円 

②継続募集期間 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

（略称：世国債１） 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社 

 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 

 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 

（注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。な

お、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 

毎営業日とは、土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2

日および1月3日以外の日とします。以下、同じ。 

 
（５）【申込手数料】 

申込手数料はかかりません。 

 

（６）【申込単位】 

申込単位は販売会社にご確認ください。 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社 

 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 

申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）があり、

分配金再投資コース（累積投資コース）の場合、再投資される収益分配金については1口単位とし

ます。 
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（７）【申込期間】 

①当初自己設定 

平成20年3月31日 

②継続募集期間 

平成20年4月3日から平成21年4月17日までです。 

（注）上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 

 

（８）【申込取扱場所】 

販売会社において申込みの取扱いを行います。 

販売会社は、下記にてご確認いただけます。 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社 

 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00） 

 

（９）【払込期日】 

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 

払込期日は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。 

振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日（当初自己設定に係

る発行価額の総額については設定日）に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定す

るファンド口座に払い込まれます。 

 

（10）【払込取扱場所】 

申込みを受け付けた販売会社とします。 

 

（11）【振替機関に関する事項】 

ファンドの受益権の振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。 

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に

したがって取り扱われるものとします。ファンドの分配金、償還金、解約代金は、社振法および

振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（12）【その他】 

該当事項はありません。 
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第二部【ファンド情報】 
 

第１【ファンドの状況】 

 

１【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

ファンドの目的 シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動す

る投資成果をめざして運用を行います。 

信託金の限度額 3,000億円 

ファンドの基本

的性格 

追加型株式投資信託／バランス型 

「バランス型」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法に

おいて、「約款上の株式組入限度70％未満のファンドで、株式・公社債

等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行うもの」として分類

されるファンドをいいます。 

 

運用はファミリーファンド方式により行い、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド（「マザーファ

ンド」または「親投資信託」といいます。）への投資を通じて、日本を除く世界各国の公社債へ

の実質的投資を行います。なお、当ファンドで直接投資をすることがあります。 

ファミリーファンド方式とは、投資家（受益者）から投資された資金をまとめてベビーファンド

とし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行う仕組みのことをいいます。 

 

お申込金 投資

損益

投資

損益
分配金

＜マザーファンド＞＜ベビーファンド＞

解約代金等

投資家
（受益者）

お申込金 投資

損益

投資

損益

三菱ＵＦＪ 世界国債
インデックスファンド
　 (年１回決算型）

三菱ＵＦＪ 外国債券
　 マザーファンド

分配金

＜マザーファンド＞＜ベビーファンド＞

日本を除く
世界各国の
公社債

解約代金等

投資家
（受益者）

お申込金 投資

損益

投資

損益
分配金

＜マザーファンド＞＜ベビーファンド＞

解約代金等

投資家
（受益者）

お申込金 投資

損益

投資

損益

三菱ＵＦＪ 世界国債
インデックスファンド
　 (年１回決算型）

三菱ＵＦＪ 外国債券
　 マザーファンド

分配金

＜マザーファンド＞＜ベビーファンド＞

日本を除く
世界各国の
公社債

解約代金等

投資家
（受益者）

  
 

 

＜ファンドの特色＞ 

 

１．日本を除く世界各国の公社債を実質的な主要投資対象とします。 
 

・運用にあたっては、三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドを通じて、日本を除く世界各国の公社債

への投資を行います。なお、公社債、短期金融商品に直接投資することがあります。 

・マザーファンドの組入比率は高位を維持することを基本とします。 

 

２．シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざ
して運用を行います。 

 

※シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・

インクが開発した、日本を除く世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した

債券インデックスです。当該指数は、以下の22カ国で構成されています（2008年1月末現在）。ただし、構成国

は変わる可能性があります。 
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　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)　　　 (A3)

マレーシア

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)

　ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ　　 アメリカ 　イギリス 　 イタリア ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 　ｵｰｽﾄﾘｱ オランダ 　カナダ

　（Aaa） (Aaa)  　　 (Aaa)   　 (Aa2)       (Aaa)       (Aaa)   　 (Aaa)       (Aaa)

ギリシャ ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 　 スイス スウェーデン スペイン 　デンマーク 　ドイツ ノルウェー　
　　　 　(A1)    　 (Aaa)    　 (Aaa)    　 (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)       (Aaa)

フィンランド　フランス　ベルギー ポーランド　ポルトガル　

　 (Aaa) 　　　(Aaa)       (Aa1)        (A2)       (Aa2)　　　 (A3)

マレーシア

 
 

（国名は50音順／格付けは2008年1月末現在の Moody's 社の国債の自国通貨建長期信用格付けです。） 

 

「長期信用格付け」とは、発行されている債券の元本返済・利払いの確実性を評価して、その度合いについて

一定の記号を用いてランク付けしたものです。（ご参考：日本は2008年1月末現在 A1です。）今後、各国の

政治経済環境により格付けは変更されることがあります。 

 

　　　　投機的格付け

Ｂａ　Ｂ　Ｃａａ　　Ｃａ　Ｃ　－

ＢＢ　Ｂ　ＣＣＣ　ＣＣ　Ｃ　Ｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　投資適格格付け

Ａａａ　Ａａ１　Ａａ２　Ａａ３　　Ａ１　Ａ２　Ａ３　Ｂａａ１　　Ｂａａ２　Ｂａａ３

ＡＡＡ　ＡＡ＋　ＡＡ　ＡＡ－　Ａ＋　Ａ　 Ａ－　ＢＢＢ＋　ＢＢＢ　ＢＢＢ－

長　期　信　用　格　付　け

利　回　り

高

低

低

高

Ｍｏｏｄｙ’ｓ社

Ｓ＆Ｐ社

　　　　投機的格付け

Ｂａ　Ｂ　Ｃａａ　　Ｃａ　Ｃ　－

ＢＢ　Ｂ　ＣＣＣ　ＣＣ　Ｃ　Ｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　投資適格格付け

Ａａａ　Ａａ１　Ａａ２　Ａａ３　　Ａ１　Ａ２　Ａ３　Ｂａａ１　　Ｂａａ２　Ｂａａ３

ＡＡＡ　ＡＡ＋　ＡＡ　ＡＡ－　Ａ＋　Ａ　 Ａ－　ＢＢＢ＋　ＢＢＢ　ＢＢＢ－

長　期　信　用　格　付　け

利　回　り

高

低

低

高

Ｍｏｏｄｙ’ｓ社

Ｓ＆Ｐ社

 
 

なお、Moody's 社での Ba から Caa までの格付けには「1、2、3」また、Ｓ＆Ｐ社での BB から CCC ま

での格付けには「＋、－」という付加記号を省略して表示しています。 

 

３．原則として、組入れ国債等の利子・配当等収益を中心に分配を行う方針です。 
 

年1回（毎年1月17日。ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日。）に決算を行い、信託約款の運

用の基本方針に定める「収益分配方針」に基づいて分配を行います。ただし、分配対象収益が少額

の場合には分配を行わないこともあります。 

 

４．実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 
 

外貨建資産への実質投資割合は原則として高位を保ち為替ヘッジを行いませんので、為替変動リス

クがあります。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被

り、投資元金を割り込むことがあります。ただし、市況動向の判断により、為替ヘッジを行う場合

があります。 

※市況動向とは、天災地変・テロ・戦争等による市場の急変時等を想定しています。 

 

※当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果を

めざして運用を行いますが、以下の要因等によりカイ離を生じることがあります。 

・  信託報酬、売買委託手数料等を負担することによる影響 

・  債券先物取引と当該指数の動きが連動しない場合の影響 

・  売買約定価格と当該指数の評価価格の差による影響 

・  指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比の違いによる影響 

・  当該指数を構成する銘柄が変更になることによる影響 

・  為替の評価による影響 

 

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 
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（２）【ファンドの仕組み】 

①委託会社およびファンドの関係法人の役割 

投資家（受益者）  

    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 

販売会社 
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の

支払いの取扱い等を行います。 

    お申込金↓↑収益分配金、解約代金等 

 

 

受託会社（受託者） 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀

行株式会社） 

委託会社（委託者） 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 

信託財産の保管・管理等を行います。
 

信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行い

ます。 

      投資↓↑損益 

マザーファンド  

      投資↓↑損益 

有価証券等  

 

②委託会社と関係法人との契約の概要 

 概要 

委託会社と受託会社との契約 

「信託契約」 

運用に関する事項、委託会社および受託会社として

の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め

られています。 

なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す

る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ

た信託約款の内容で締結されます。 

委託会社と販売会社との契約 

「募集・販売の取扱い等に関する契

約」 

販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配

金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が

定められています。 

 
③委託会社の概況 

・資本金 

2,000百万円（平成20年1月末現在） 

・沿革 

平成9年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始 

平成16年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会

社が合併、商号を三菱投信株式会社に変更 

平成17年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合

併、商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更 

・大株主の状況（平成20年1月末現在） 

株 主 名 住  所 所有株式数 所有比率

株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャ

ル・グループ 
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 68,253株 55.0％

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 37,230株 30.0％

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 18,615株 15.0％
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２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期

金融商品に直接投資することがあります。 

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債イン

デックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 

受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 

対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100％を

超える場合があります。 

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 

 

（２）【投資対象】 

①投資の対象とする資産の種類 

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項

で定めるものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信

託約款に定める次のものに限ります。） 

ａ．有価証券先物取引等 

ｂ．スワップ取引 

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引 

ハ．約束手形 

ニ．金銭債権 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

②有価証券の指図範囲 

この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託会社と

し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの受益証

券のほか、次に掲げるものとします。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株

引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいま

す。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号

で定めるものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものを

いいます。） 

９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法

第２条第１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定める

ものをいいます。） 

11．コマーシャル・ペーパー 

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お

よび新株予約権証券 

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質を

有するもの 

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
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をいいます。） 

15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。

16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの 

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．にお

いて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを

いい、有価証券に係るものに限ります。） 

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の

受益証券に限ります。） 

22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託

の受益証券に表示されるべきもの 

24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの 

なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券または

証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証券な

らびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以

下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

③金融商品の指図範囲 

この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 

６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの 

④その他の投資対象 

信託約款に定める次に掲げるもの。 

・外国為替予約取引 

 

＜三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンドの概要＞ 

（基本方針） 

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグルー

プ世界国債インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 

（運用方法） 

①投資対象 

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 

②投資態度 

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債イン

デックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、

為替ヘッジを行う場合があります。 

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限

ります。 

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション

取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプ

ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券

オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および

金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。 

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま

たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引お
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よび為替先渡取引を行うことができます。 

（投資制限） 

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額

の10％以下とします。 

②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

④投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

⑤同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下

とします。 

⑦同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

⑧外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 
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（３）【運用体制】 

 

④＜運用計画の決定＞
（各運用部にて運用計画を決定）

③＜運用戦略の決定＞

（運用戦略委員会）

①＜投資環境見通しの策定＞
（投資環境会議）

⑥＜投資行動のモニタリング1＞
（運用部門内の自律的チェック）

⑤＜ポートフォリオの構築＞
　　　　　　（各　運　用　部）　売買実行指示
　　　　　　（トレーディング部）　事前チェックと売買執行

⑦＜投資行動のモニタリング2＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

③＜運用計画の決定＞
（各運用部にて運用計画を決定）

②＜運用戦略の決定＞

（運用戦略委員会）

①＜投資環境見通しの策定＞

（投資環境会議）

⑤＜投資行動のモニタリング１＞
（運用部門内の自律的チェック）

④＜ポートフォリオの構築＞
（各運用部）売買実行指示
（トレーディング部）事前チェックと売買執行

　

⑥＜投資行動のモニタリング２＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）

ＰＬＡＮ

ＳＥＥ

ＤＯ

　⑧<運用・管理
　　 に関する監督>
　内部監査担当部署
　による内部統制等
　の検証・評価　

⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞
（管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会）

三菱ＵＦＪ投信

④＜運用計画の決定＞
（各運用部にて運用計画を決定）

③＜運用戦略の決定＞

（運用戦略委員会）

①＜投資環境見通しの策定＞
（投資環境会議）

⑥＜投資行動のモニタリング1＞
（運用部門内の自律的チェック）

⑤＜ポートフォリオの構築＞
　　　　　　（各　運　用　部）　売買実行指示
　　　　　　（トレーディング部）　事前チェックと売買執行

⑦＜投資行動のモニタリング2＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

③＜運用計画の決定＞
（各運用部にて運用計画を決定）

②＜運用戦略の決定＞

（運用戦略委員会）

①＜投資環境見通しの策定＞

（投資環境会議）

⑤＜投資行動のモニタリング１＞
（運用部門内の自律的チェック）

④＜ポートフォリオの構築＞
（各運用部）売買実行指示
（トレーディング部）事前チェックと売買執行

　

⑥＜投資行動のモニタリング２＞
（管理担当部署によるチェック・運用管理委員会）

ＰＬＡＮ

ＳＥＥ

ＤＯ

　⑧<運用・管理
　　 に関する監督>
　内部監査担当部署
　による内部統制等
　の検証・評価　

⑦＜ファンドに関係する法人等の管理＞
（管理担当部署による定期的なチェック・リスク管理委員会）

三菱ＵＦＪ投信

 
 

①投資環境見通しの策定 

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた

投資環境見通しを策定します。 

②運用戦略の決定 

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定

します。 

③運用計画の決定 

②で決定したファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。 

④ポートフォリオの構築 

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指

示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の

執行を行います。 

⑤投資行動のモニタリング１ 

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているか

どうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。 

⑥投資行動のモニタリング２ 

運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法

令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を

通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。 
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⑦ファンドに関係する法人等の管理 

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する管理担当部署が、体

制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、リスク管理委員

会等を通じて委託会社経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されます。 

⑧運用・管理に関する監督 

内部監査担当部署（5名程度）は、運用、管理等委託会社業務全般についてその健全性・適切性

を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検証・評

価します。 

その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて経営陣に報告される、内部監査態勢が構築さ

れています。 

 

さらに、委託会社は、三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、

質の高い運用サービスの提供に努めています。 

ファンドの運用体制等は平成20年3月31日現在のものであり、今後変更される可能性があります。 
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（４）【分配方針】 

毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし

ます。 

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用

を行います。 

 

（５）【投資制限】 

＜信託約款に定められた投資制限＞ 

①株式 

ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時

価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10

を超えることとなる投資の指図をしません。 

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗

じて得た額とします。 

②新株引受権証券および新株予約権証券 

ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資

の指図をしません。 

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株

予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

③投資信託証券 

ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する

投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資

産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の

割合を乗じて得た額とします。 

④同一銘柄の株式等 

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す

る当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産

総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合

を乗じて得た額とします。 

ｃ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と

マザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超える

こととなる投資の指図をしません。 

ｄ．ｃ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および

新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

⑤同一銘柄の転換社債等 

ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新株

予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての

社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明

確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定

めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債お

よび当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
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合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転

換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

⑥スワップ取引 

ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受

取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワッ

プ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。 

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも

のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り

ではありません。 

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価

するものとします。 

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、

担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑦信用取引 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの

指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し

により行うことの指図をすることができます。 

ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

である場合においてできます。 

ｃ．信託財産の一部解約等の事由によりｂ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総

額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一

部を決済するための指図をするものとします。 

⑧外国為替予約取引 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。 

ｂ．ａ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に

つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属

する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に

属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指

図については、この限りではありません。 

ｃ．ｂ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証

券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割

合を乗じて得た額とします。 

ｄ．ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相

当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま

す。 

⑨公社債の借入れ 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ

ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提

供の指図を行うものとします。 

ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入

れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

⑩資金の借入れ 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）

を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ

（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を

もって有価証券等の運用は行わないものとします。 

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
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日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代

金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以

内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還

金の合計額を限度とします。 

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

⑪投資する株式等の範囲 

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品

取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場

において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社

債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りで

はありません。 

ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権

証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社

が投資することを指図することができます。 

⑫金利先渡取引および為替先渡取引 

ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができます。 

ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託

期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに

ついてはこの限りではありません。 

ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに

算出した価額で評価するものとします。 

ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必

要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

⑬有価証券の貸付 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次

の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 

１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時

価合計額を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す

る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に

相当する契約の一部の解約を指図するものとします。 

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの

とします。 

⑭公社債の空売り 

ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または

⑨の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該

売付けの決済については、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす

ることができるものとします。 

ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内

とします。 

ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資

産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け

の一部を決済するための指図をするものとします。 

⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限 

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる

場合には、制限されることがあります。 

＜その他法令等に定められた投資制限＞ 

・同一の法人の発行する株式への投資制限 

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信

託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総

数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって
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取得することを受託会社に指図しないものとします。 

・デリバティブ取引の投資制限 

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係

る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合

理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ

バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および

選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをし

ないものとします。 
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３【投資リスク】 

（１）投資リスク 

当ファンドへの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴います。このため、お申込みの際は、

当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重に投資のご判断を行っていただく必要があります。 

 

①市場リスク 

（価格変動リスク） 

当ファンドは、公社債を実質的な主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデックス（除

く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざしていることから、公社債の投資に係る価格変動

リスクを伴います。一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファン

ドはその影響を受け公社債の価格・シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 

（為替変動リスク） 

実質的な主要投資対象である海外の公社債は外貨建資産ですので、為替変動の影響を受けます。

そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元金

を割り込むことがあります。 

②信用リスク 

信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが

予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等の価

格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の債務が

不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けますので、

基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 

③流動性リスク 

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規

制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流

動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている公社債の売却

を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があ

ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 

 

※留意事項 

・当ファンドは、一定の運用成果を保証するものではありません。 

・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対

象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン

ドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。 

・当ファンドは、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する

ことをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、債券先物取引

と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指

数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘

柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。 

 

（２）投資リスクに対する管理体制 

「投資リスク」をファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、

①運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセ

プトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うこと、②運用部門から独立した管理担当部署によりリ

スク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行うこと、を基本の考え方として、投資リスクの

管理体制を構築しております。 

各投資リスクに関する管理体制は以下の通りです。 

 

①市場リスク 

（価格変動リスク・為替変動リスク） 

市場リスクは、運用部門において、資産構成比率に関する事項や、その他のファンドのリスク特

性に関する事項を主な対象項目として常時把握し、ファンドコンセプトに沿ったリスクの範囲で

コントロールしています。 

また、市場リスクは、運用部門から独立した管理担当部署によってリスク運営状況のモニタリン
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グ等のリスク管理を行う体制をとっており、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 

②信用リスク 

信用リスクについては、運用部門においてリスクの把握、ファンド毎に定められたリスクの範囲

での運用、を行っているほか、運用部門から独立した管理担当部署でモニタリングを行うなど、

市場リスクと同様の管理体制をとっています。 

信用リスクは、財務・格付基準に関する事項や、分散投資に関する事項などを主な対象項目とし

て管理していますが、格付等の外形的基準にとどまらず、発行体情報の収集と詳細な分析を行う

よう努めています。 

③流動性リスク 

流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択す

ることによりコントロールしています。また、運用部門から独立した管理担当部署においても流

動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果は運用管理委員会等に報告されます。 
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４【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

申込手数料はかかりません。 

 

（２）【換金（解約）手数料】 

解約手数料はかかりません。 

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 

 

（３）【信託報酬等】 

委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計

算されます。 

 信託財産の純資産総額 × 年0.63％※（税抜 年0.6％） 

委託会社は、信託報酬から、販売会社に対し、販売会社の行う業務に対する報酬を支払います。

したがって、実質的な信託報酬の配分は、次の通りとなります。 

委託会社 販売会社 受託会社 

年0.3255％※ 

（税抜 年0.31％）

年0.252％※ 

（税抜 年0.24％）

年0.0525％※ 

（税抜 年0.05％）

信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支

払われます。 

※消費税および地方消費税に相当する金額（「消費税等相当額」といいます。）を含みます。なお、消費税

率に応じて変更となることがあります。 

 

（４）【その他の手数料等】 

①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立て替えた立替金の利息、

借入金の利息および借入れに係る品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

②上記の信託事務の処理に要する諸費用には、以下のものが含まれます。 

・有価証券の売買の際に発生する証券取引に伴う手数料 

・先物取引・オプション取引に要する費用 

・有価証券の保管に要する費用 

③信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額（以下、「監査報酬

等」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

委託会社は、監査報酬等の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受け

ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける

際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払

う金額の支弁を受ける代わりに、かかる監査報酬等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、

実際の費用額にかかわらず固定率あるいは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることがで

きます。 

監査報酬等の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮

して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託会社が定めた範囲内でかかる上限、固定率ま

たは固定金額を変更することができます。 

監査報酬等の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、計算期間を通じて毎日、

信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終

了のとき信託財産中より支弁します。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還

時の個別元本超過額については、次の通り課税されます。なお、収益分配金のうち課税対象とな

るのは普通分配金のみであり、特別分配金は課税されません。 

①個人の受益者に対する課税 

20％（所得税15％および地方税5％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます（平成16年1月1日か

ら平成21年3月31日までは、10％（所得税7％および地方税3％）の税率が適用となります。）。 

なお、総合課税を選択することもできます。 

解約・償還損については、株式等の譲渡による所得との通算が可能となります。 
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②法人の受益者に対する課税 

15％（所得税15％）の税率で源泉徴収されます（平成16年1月1日から平成21年3月31日までは、7％

（所得税7％）の税率が適用となります。）。地方税の源泉徴収はありません。 

 

◇個別元本について 

①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の

元本（個別元本）にあたります。 

②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を

行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ

ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンド

を取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。 

③受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金

を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇収益分配金について 

受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本

と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普

通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場

合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除し

た額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分

配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

◇以上の内容は、税法が改正された場合等には、変更となることがあります。 
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５【運用状況】 

（１）【投資状況】 

ファンドは平成20年3月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 

 

（２）【投資資産】 

ファンドは平成20年3月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 

 

（３）【運用実績】 

ファンドは平成20年3月31日から運用を開始するため、該当事項はありません。 
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６【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

申込みの受付 原則として、いつでも申込みができます。 

申込単位 販売会社が定める単位 

申込価額 当初自己設定：1口当たり1円 

継続募集期間：申込受付日の翌営業日の基準価額 

申込手数料 ありません。 

申込方法 取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。

取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。 

なお、申込みには分配金受取りコース（一般コース）と分配金再投資コース（累

積投資コース）があり、分配金再投資コース（累積投資コース）を選択する場合

には、取得申込者と販売会社との間で別に定める累積投資契約（販売会社によっ

ては別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を使用する場合があり、この

場合は当該別の名称に読み替えます。）を締結するものとします。申込みコース

の取扱いは販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認くださ

い。 

取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。 

申込受付時間 

（継続募集期間） 

原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた取得申込み（当該申込

みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の申込みとし

ます。当該時刻を過ぎての申込みは、翌営業日に受け付けたものとして取り扱い

ます。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切るこ

ととしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。 

（注）半日営業日とは東京証券取引所の半休日をいいます。 

その他 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な

い事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた

取得申込みを取り消すことがあります。 

 

（２）換金（解約）手続等 

解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。 

解約単位 販売会社が定める単位 

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 

信託財産留保

額 

ありません。 

支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い

ます。 

解約請求受付

時間 

原則、午後3時（半日営業日は午前11時）までに受け付けた解約請求（当該解約請

求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を当日の請求としま

す。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。

なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとして

いる場合があります。 

信託財産の資金管理を円滑に行うため、1億口または1億円以上の解約請求につい

ては正午（半日営業日は午前10時）までにお願いいたします。この際、委託会社

は、解約請求に制限を設ける場合があります。 

詳しくは販売会社にご確認ください。 

その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その

他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに

受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該

受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解

約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計

算日に解約請求を受け付けたものとします。 

受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載

または記録されます。 

※換金の詳細については販売会社にご確認ください。 
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７【管理及び運営の概要】 

（１）資産管理等の概要 

基準価額の算

出方法 

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 

なお、当ファンドでは1万口当たりの価額で表示されます。 

（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券

および借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にした

がって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負

債総額を控除した金額をいいます。 

（主な評価方法） 

マザーファンド：計算日における基準価額で評価します。 

株式：原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されて

いるものについては、原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直

近の日の最終相場）で評価します。 

公社債等：原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、第一種

金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のい

ずれかの価額で評価します。 

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によ

り円換算します。 

外国為替予約取引：原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲

値により評価します。 

基準価額の算

出頻度 

原則として、委託会社の毎営業日に計算されます。 

 

基準価額の照

会方法 

基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

なお、下記においてもご照会いただけます。 

 三菱ＵＦＪ投信株式会社 

 お客様専用フリーダイヤル 0120-151034（受付時間：毎営業日の9:00～17:00）

 ホームページアドレス http://www.am.mufg.jp/ 

受益証券の保

管 

該当事項はありません。 

信託期間 平成20年3月31日から無期限 

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させること

があります。 

計算期間 原則として、毎年1月18日から翌年1月17日まで 

上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間

終了日は、この該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される

ものとします。ただし、第1計算期間は平成20年3月31日から平成21年1月19日まで

とし、最終計算期間の終了日はファンドの信託期間終了日とします。 

ファンドの償

還条件等 

委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、

受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還） 

・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合 

・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると

認めるとき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発

生したとき 

このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取

消・解散・業務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。 

委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁

に届け出ます。 
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信託約款の変

更等 

委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が

発生したときは、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合

意のうえ、信託約款を変更することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの

併合を行うことができます。委託会社は、変更または併合をしようとするときは、

あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上

記の手続きにしたがいます。 

ファンドの償

還等に関する

開示方法 

委託会社は、ファンドの任意償還、信託約款の変更のうち重大な内容の変更また

は併合について、書面による決議（「書面決議」といいます。）を行います。こ

の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに任意償還等の内容およびそ

の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者に対し書面をも

って書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、

これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面

決議について賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することが

できる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上をもって行

います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じ

ます。 

併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行

うことはできません。 

反対者の買取

請求権 

委託会社がファンドの任意償還、信託約款について重大な内容の変更または併合

を行う場合、書面決議において反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属

する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

 

（２）受益者の権利等 

受益者の権利の主な内容は以下の通りです。 

収益分配金に

対する請求権 

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有しま

す。 

「分配金受取りコース（一般コース）」 

・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま

す。 

・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないと

きは、その権利を失います。 

「分配金再投資コース（累積投資コース）」 

・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日（決算日）の翌営業日

に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、

振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。

償還金に対す

る請求権 

受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 

・償還金は、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日

までに支払いを開始します。 

・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを

請求しないときは、その権利を失います。 

換金（解約）

請求権 

受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 

・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 

（「６ 手続等の概要 （２）換金（解約）手続等」をご参照ください。） 
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第２【財務ハイライト情報】 

 

ファンドの運用は、平成20年3月31日から開始する予定であり、ファンドは、提出日現在で何ら

資産を保有していません。 

ファンドの会計監査は、委託会社の指定する監査法人が行います。監査証明を受けたファンドの

財務諸表は、有価証券報告書に記載されます。 

委託会社は、信託財産に係る財務諸表の作成にあたっては、「財務諸表等の用語、様式及び作成

方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところによります。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 
 
（１）名義書換 

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。 
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

 
（２）受益者等に対する特典 

該当事項はありません。 
 
（３）譲渡制限の内容 

譲渡制限はありません。 
 
（４）受益権の譲渡 

①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

 
（５）受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。 

 
（６）受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行さ
れた場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。 

 
（７）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 
 

（１）「投資信託説明書（交付目論見書）」のほかに有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の

内容を記載した「投資信託説明書（請求目論見書）」が作成され、投資家の請求があるときは交

付されます。 

なお、「投資信託説明書（請求目論見書）」の内容は、ＥＤＩＮＥＴ※1や委託会社のホームペー

ジ※2のほかインターネット、電子媒体等により閲覧することができます。また、電磁的方法等に

より提供されることがあります。詳しくは販売会社にご確認ください。 

 

 
※1 “ＥＤＩＮＥＴ（エディネット）”は「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シ

ステム」の愛称です。有価証券報告書等の開示書類を、行政サービスの一環として、投資家等に対してインターネ

ットで公開しています。 

http://info.edinet-fsa.go.jp/ 

 

※2  http://www.am.mufg.jp/ 

 

 

（２）「投資信託説明書（請求目論見書）」に記載される項目の一覧は次の通りです。 

 

  

 第１ ファンドの沿革 

  

 第２ 手続等 

 １ 申込（販売）手続等 

 ２ 換金（解約）手続等 

  

 第３ 管理及び運営 

 １ 資産管理等の概要 

 （１）資産の評価 

 （２）保管 

 （３）信託期間 

 （４）計算期間 

 （５）その他 

 ２ 受益者の権利等 

  

 第４ ファンドの経理状況 

 １ 財務諸表 

 （１）貸借対照表 

 （２）損益及び剰余金計算書 

 （３）注記表 

 （４）附属明細表 

 ２ ファンドの現況 

  

 第５ 設定及び解約の実績 

  

 



三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） 

 

運用の基本方針 

 

約款第19条の規定に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

１．基本方針 

この投資信託は、シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざし

て運用を行います。 

 

２．運用方法 

（１）投資対象 

三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、公社債、短期金融商品

に直接投資することがあります。 

（２）投資態度 

①三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、シティグループ世界国債インデック

ス（除く日本、円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 

②受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 

③対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100％を超える

場合があります。 

④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

⑤市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。 

（３）投資制限 

①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

③投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下

とします。 

⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の

10％以下とします。 

⑦外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 

⑧有価証券先物取引等を行うことができます。 

⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 

⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。 

 

３．収益分配方針 

毎計算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少

額の場合には分配を行わないことがあります。 

③収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 



追加型証券投資信託 

『三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）』約款 

 

（信託の種類、委託者および受託者） 

第１条 この信託は、証券投資信託であり、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社を受託者とします。 

② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

（信託事務の委託） 

第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、金融

機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金

融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託

業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本条において同じ。）を含みます。）と信

託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合

に行うものとします。 

（信託の目的および金額） 

第３条 委託者は、金1,000万円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第４条 委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 

第５条 この信託の期間は、信託契約締結日から第48条第７項、第49条第１項、第50条第１項、第51条第１項お

よび第53条第２項の規定による信託期間終了日までとします。 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第６条 この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場合に該当

し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 

（当初の受益者） 

第７条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第８

条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

（受益権の分割および再分割） 

第８条 委託者は、第３条の規定による受益権については1,000万口に、追加信託によって生じた受益権について

は、これを追加信託のつど第９条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合

には、受託者と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第９条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じて得

た額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および第29条に規定

する借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償

却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除して得た金額（以下「純資産総額」

といいます。）を計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通

貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）

の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す。 

③ 第31条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値

によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第10条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第11条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替

に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」

といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委託者があらかじめこの信託

の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第２条に規定する「振替機関」をいい、

以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口

座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合



その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益

者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式

受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請

求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第８条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま

たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者

から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載ま

たは記録を行います。 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第12条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、また、追加信託により生じた受益

権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し

た旨の通知を行います。 

（受益権の申込単位および価額） 

第13条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融商品取

引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第２条第11項に規定する登録

金融機関をいいます。以下同じ。）は、第８条第１項の規定により分割される受益権について、その取得申

込者に対し、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の定める単位をもって取得申

込みに応じることができます。ただし、取得申込者が委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登

録金融機関と別に定める累積投資契約約款に基づく契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結し

ている場合に限り、１口の整数倍をもって取得申込みに応じることができます。 

② 委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取

引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）等における取引の停止、

外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、前項による受益権の取得申込みの受付けを

中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。 

③ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合

の追加信託金の申込みについては、これを受け付けるものとします。 

④ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額に、手数料ならびに

当該手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を加算した

価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場合の受益権の価額は、１口につき１円とします。 

⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関がそれぞれ定める

ものとします。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権

の価額は、第40条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

⑦ 第１項の取得申込者は委託者の指定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関に、取得申込みと

同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口

座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、

委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該取得申込みの代金（第４項の受益

権の価額に当該取得申込みの口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引換えに、当該口座に当該取

得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第14条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するもの

とします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座

を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、

譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第１項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお

いて、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停

止期間を設けることができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第15条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託

者に対抗することができません。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第16条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める

ものをいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 



ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第23条

から第25条までに定めるものに限ります。） 

ハ．約束手形 

ニ．金銭債権 

２．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（投資の対象とする有価証券等） 

第17条 この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみ

なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ投信株式会社を委託者とし、三菱ＵＦＪ信

託銀行株式会社を受託者とする三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま

す。）の受益証券のほか、次に掲げるものとします。 

１．株券または新株引受権証書 

２．国債証券 

３．地方債証券 

４．特別の法律により法人の発行する債券 

５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権付

社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。） 

７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定める

ものをいいます。） 

８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるものをいいま

す。） 

９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第２条第

１項第８号で定めるものをいいます。） 

10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定めるものをい

います。） 

11．コマーシャル・ペーパー 

12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株

予約権証券 

13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 

14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま

す。） 

15．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。次号に

おいて同じ。）で次号で定めるもの以外のもの 

16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下本号において同じ。）

または外国投資証券で投資法人債券に類する証券 

17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。） 

18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。） 

19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。） 

20．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券

に限ります。） 

22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。） 

23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に表示されるべきもの 

24．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの 

なお、第１号の証券または証書ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第１号の証券ま

たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券ならびに第16号の証券

ならびに第13号および第19号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの

を以下「公社債」といい、第14号および第15号の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図す

ることができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。） 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの 



６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

③ 委託者は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のう

ち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投

資の指図をしません。 

④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

⑤ 委託者は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託

財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と

の合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

⑥ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総

額の割合を乗じて得た額とします。 

⑦ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超

えることとなる投資の指図をしません。 

⑧ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額

とします。 

（利害関係人等との取引等） 

第18条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人

に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者（第三者

との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって

行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第

１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下本項、次項および

第32条において同じ。）、第32条第１項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者にお

ける他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第

22条から第25条、第27条から第29条、第31条および第35条から第37条に掲げる取引その他これらに類する

行為を行うことができます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことができる

取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。

なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、

信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法第31条の４第５

項および同条第６項に規定する親法人等または子法人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う

他の信託財産との間で、第16条ならびに前条第１項および第２項に掲げる資産への投資等ならびに第22条

から第25条、第27条から第29条、第31条および第35条から第37条に掲げる取引その他これらに類する行為

を行うことの指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当

該行為を行うことができます。 

④ 前３項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第３項および同法第32条第３項の

通知は行いません。 

（運用の基本方針） 

第19条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行いま

す。 

（投資する株式等の範囲） 

第20条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上

場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されてい

る株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、

新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目

論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを指図

することができます。 

（同一銘柄の株式等への投資制限） 

第21条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式

の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超え

ることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割合を乗じて得た額とし

ます。 

③ 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ



ンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。 

④ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券の時

価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（信用取引の指図範囲） 

第22条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をする

ことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図

をすることができます。 

② 前項の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場

合においてできます。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により前項の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超

えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための

指図をするものとします。 

（先物取引等の運用指図） 

第23条 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ

に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるも

のをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをい

います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること

ができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。 

② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ

る通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。 

③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の

金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。 

（スワップ取引の運用指図） 

第24条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）

を行うことの指図をすることができます。 

② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第５条に規定する信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで

はありません。 

③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するもの

とします。 

④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供

あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図） 

第25条 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことの指図をすることができます。 

② 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として第５条に規定

する信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ

いてはこの限りではありません。 

③ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した

価額で評価するものとします。 

④ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。 

（同一銘柄の転換社債等への投資制限） 

第26条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（この信託約款に

おいて、新株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債について

の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にして

いるものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがあるものをいい

ます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権

付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10

を超えることとなる投資の指図をしません。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該転換社債型新株予約権

付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。 

（有価証券の貸付の指図および範囲） 

第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範

囲内で貸し付けることの指図をすることができます。 



１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額

を超えないものとします。 

２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債

の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当す

る契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 

（公社債の空売りの指図範囲） 

第28条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債または第29条の規

定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につ

いては、売り付けた公社債の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。 

② 前項の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するため

の指図をするものとします。 

（公社債の借入れ） 

第29条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、

当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとし

ます。 

② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を

超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返

還するための指図をするものとします。 

④ 第１項の借入れに係る品借料は、信託財産中から支弁します。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第30条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に

は、制限されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図および範囲） 

第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができ

ます。 

② 前項の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換

算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マ

ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みま

す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。 

③ 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価

総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額と

します。 

④ 第２項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為

替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。 

（信託業務の委託等） 

第32条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める信託業務の

委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係人を含みます。）を委

託先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること 

３．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が

整備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合してい

ることを確認するものとします。 

③ 前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者（受

託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 

１．信託財産の保存に係る業務 

２．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 

３．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る

業務 

４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 

（混蔵寄託） 

第33条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立



された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金および償還金等につ

いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコ

マーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関

に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第34条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとし

ます。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やか

に登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の

記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。た

だし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明ら

かにする方法により分別して管理することがあります。 

（有価証券売却等の指図） 

第35条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約、有価証券の売却等

の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第36条 委託者は、前条の規定による一部解約金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有

価証券等に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 

（資金の借入れ） 

第37条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当

て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、また

は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含

みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものと

します。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保

有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保

有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保

有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は

当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。 

③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日まで

とし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

（損益の帰属） 

第38条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

（受託者による資金立替え） 

第39条 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株主割当がある場合で、委託者の申

出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当

金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれ

を立て替えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定め

ます。 

（信託の計算期間） 

第40条 この信託の計算期間は、毎年１月18日から翌年１月17日までとすることを原則とします。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）

が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも

のとします。ただし、第１計算期間は平成20年３月31日から平成21年１月19日までとし、最終計算期間の

終了日は第５条に規定するこの信託の信託期間の終了日とします。 

（信託財産に関する報告等） 

第41条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出し

ます。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提

出します。 

③ 受託者は、前２項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第３項に定める報告は行わな

いこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第２項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことのでき

ない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報



を除き、信託法第38条第１項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。 

⑤ 受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできないものとしま

す。 

１．他の受益者の氏名または名称および住所 

２．他の受益者が有する受益権の内容 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第42条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息（以下

「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産に係る監査報酬および当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額（以下、本条において「監

査報酬等」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 委託者は、前項の監査報酬等の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受ける

ことができます。この場合、委託者は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらか

じめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代

わりに、かかる監査報酬等の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず固定

率あるいは固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 

④ 前項において監査報酬等の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託者は、信託財産の規模等を

考慮して、信託の設定時または期中に、あらかじめ委託者が定めた範囲内でかかる上限、固定率または固

定金額を変更することができます。 

⑤ 第３項において監査報酬等の固定率または固定金額を定める場合、かかる費用の額は、第40条に規定す

る計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計算し、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計

算期末または信託終了のとき信託財産中より支弁します。 

（信託報酬等） 

第43条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産

総額に年10,000分の60の率を乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日、および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

ら支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 

（収益の分配） 

第44条 信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

１．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（「配

当等収益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託

報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配する

ことができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる

ことができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監査報酬、当

該監査報酬に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する

金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配す

ることができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで

きます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払込みと支払いに関する受託者の免責） 

第45条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、償還金（信託終了時にお

ける信託財産の純資産総額を受益権口数で除して得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第３項

に規定する支払開始日までに、一部解約金（第48条第３項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて

得た額をいいます。以下同じ。）については第46条第４項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者

の指定する預金口座等に払い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払

い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責を負わないものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第46条 収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日において

振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前

において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末

日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指定する第一種金融商品取引業者または

登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支

払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託

者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、

収益分配金が委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関に交付されます。この場合、

委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関は、当該収益分配金をこの信託の受益権の



取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。

当該取得申込みに応じることにより増加した受益権は第11条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載

または記録されます。 

③ 償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替

口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受

益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者の指

定する第一種金融商品取引業者または登録金融機関の名義で記載または記録されている受益権について

は原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振

替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の

抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記

載または記録が行われます。 

④ 一部解約金は、第48条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目か

ら当該受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、委託者の

指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関の営業所等において行うものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金に係る収益調整金は、原則として、受益者毎の信託時の受益権の

価額等に応じて計算されるものとします。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第47条 受益者が、収益分配金については前条第１項に規定する支払開始日から５年間その支払いを請求しない

とき、ならびに信託終了による償還金については前条第３項に規定する支払開始日から10年間その支払い

を請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 

第48条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機

関が定める単位をもって、委託者に一部解約の実行を請求することができます。 

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。な

お、前項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口

数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口

数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第１項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する第一種金融商品取引業者また

は登録金融機関に対し、振替受益権をもって行うものとします。 

⑤ 委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があ

るときは、第１項による一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約

の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った

当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない

場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部

解約の実行の請求を受け付けたものとして第３項の規定に準じて計算された価額とします。 

⑦ 委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合に

は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、

委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

⑧ 委託者は、前項の規定に基づいてこの信託契約を解約しようとするときは、第49条第２項から第５項の

規定にしたがいます。 

（信託契約の解約） 

第49条 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のために有利であると認めると

き、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、

この信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとする旨を監

督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この

場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の

日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し

た書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき

の当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ

て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行います。 



⑤ 第２項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に

つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには

適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第２

項から前項までの手続を行うことが困難な場合も同じく適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第50条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を

解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第54条の規定にしたが

います。 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第51条 委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者

は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引

き継ぐことを命じたときは、この信託は、第54条第２項に規定する書面決議が否決された場合を除き、当

該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第52条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲

渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関

する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第53条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反して信

託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、裁判所に受託

者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委

託者は、第54条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除

き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

（信託約款の変更等） 

第54条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者

と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人

に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行う

ことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出

ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。

以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合

において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定

め、当該決議の日の２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれら

の事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するとき

の当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ

て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき

は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第２項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の

３分の２以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

⑥ 第２項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提

案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

には適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該

併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資

信託との併合を行うことはできません。 

（反対者の買取請求権） 

第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議

において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権

を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 

（公告） 

第56条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第57条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一部



解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法

その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第58条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（附則） 

第１条 この約款において「累積投資契約」とは、この信託について受益権取得申込者と委託者の指定する第一

種金融商品取引業者または登録金融機関が締結する「累積投資契約」と別の名称で同様の権利義務関係を

規定する契約を含むものとします。この場合「累積投資契約」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第２条 第46条第６項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益者毎の

信託時の受益権の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、

収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権の価額

等」とは、原則として、受益者毎の信託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平

均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

第３条 第25条に規定する「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済

日」といいます。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）までの期

間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく

債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決めに係る数値と決済日におけ

る当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数

を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に

割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

第４条 第25条に規定する「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間

に係る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売

買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。）のスワッ

プ幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示

す数値をいいます。以下本条において同じ。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日にお

ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗

じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭またはその取

決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に

あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡

日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る

決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価

値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。 

 

 

信託契約締結日 平成20年３月31日 

 

 



三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 

 

運用の基本方針 

 

約款第11条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

基本方針 

この投資信託は、日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債

インデックス（除く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 

 

運用方法 

（１）投資対象 

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 

（２）投資態度 

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマーク（シティグループ世界国債インデックス（除

く日本、円ベース））に連動する投資成果を目指して運用を行います。 

また、外貨建資産については原則としてヘッジを行いません。ただし、市況動向等の判断により、為替ヘッ

ジを行う場合があります。 

株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。 

なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨

に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外

国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物

取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行

うことができます。 

また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ

た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行

うことができます。 

 

運用制限 

（１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下

とします。 

（２）デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 

（３）新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

（４）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

（５）同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

（６）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

（７）同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下と

します。 

（８）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

 

 

 



用語集 

 

あ行 

アセットアロケーション 株式・公社債・短期金融資産などの資産に資金を適切に配分することです。 

アナリスト 株式などの証券投資に必要な企業情報や産業動向などを調査収集・分析し、情報を
提供する専門家のことです。 

 
か行 

買取り ファンドの換金方法の一つで、受益権を販売会社に買い取ってもらうことにより換
金する方法をいいます。 

解約（一部解約） ファンドの換金方法の一つで、信託契約の一部を解約することにより換金する方法
をいいます。 

解約価額 解約による換金に際して用いられるファンドの価額をいいます。解約請求受付日（一
部のファンドでは、解約請求受付日の翌営業日）の基準価額から信託財産留保額を
差し引いた額となります。なお、信託財産留保額のないファンドもあります。 

為替ヘッジ 為替予約取引などを用いることにより、為替変動リスクを軽減することを目的とす
る運用手法です。 

換金乗換優遇措置 追加型投資信託の信託終了日の 1 年前以内で販売会社が定める日以降に換金された
その追加型投資信託の換金代金をもって、販売会社が定める期間以内にその支払い
を行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込手数料が無手数料また
は割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措置の適用の有無、内容
等は異なる場合があります。 

基準価額 ファンドの 1 口当たりの評価額をいい、原則として委託会社の毎営業日に計算され
ます。 
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数 
ファンドによっては、便宜上 1万口当たりで表示されることがあります。 

クローズド期間 ファンドによっては、原則として換金（解約）できない一定期間を設けることがあ
り、この期間をクローズド期間といいます。 

計算期間 ファンドの損益を計算するうえでの単位期間をいい、ファンド毎に定められます。
各計算期間の末日が決算日であり、決算日にその計算期間の収益を計算し、収益分
配方針にそって収益分配額が決定されます。 

個別元本 受益者毎のファンド取得時の単価をいいます（申込手数料（税込）は含まれません）。
なお、複数回取得した場合は、追加取得のつど、取得口数に応じて加重平均されま
す。 

 
さ行 

受益者 ファンドを取得した保有者のことです。受益者は、保有する口数に応じて、収益分
配金や償還金に対する請求権、換金（解約）請求権等の権利を有しています。 

償還 信託期間が終了することを償還といい、信託期間の末日を償還日といいます。なお、
定められた信託期間中であっても、ファンドの規模が小さくなった場合など、期日
を繰り上げて償還することがあります。 
償還の際、信託財産は清算され、その償還金は販売会社において受益者に支払われ
ます。 

償還価額 償還日におけるファンドの価額をいいます。償還価額をもとに、各受益者へお支払
いする償還金が計算されます。 

償還乗換優遇措置 取得申込受付日の属する月の前 3 ヵ月以内に償還となった投資信託の償還金等をも
って、その支払いを行った販売会社で特定のファンドを取得する場合に、申込手数
料が無手数料または割引手数料となることをいいます。販売会社により優遇措置の
適用の有無、内容等は異なる場合があります。 

償却原価法による評価 ファンドの組入資産のうち残存期間 1 年以内の公社債等について取り得る評価方法
で、取得価額と償還価額の差額を日割計算することにより、その証券を評価するこ
とをいいます。 

信託期間 ファンド毎に定められたファンドの存続期間をいいます。委託会社は受託会社と合
意のうえ、所定の手続きにより、信託期間を変更することができます。 

信託金限度額 ファンド毎に定められたファンド規模の上限額をいいます。委託会社は受託会社と
合意のうえ、この限度額を変更することができます。 

信託財産 ファンドとして運用される資産のことをいいます。信託財産は、受託会社により保
管・管理されます。 

信託財産留保額 運用の安定性を高めるために、換金する受益者が負担する金額で信託財産に留保さ
れる金額です。ファンドの取得時にご負担いただくファンドもあります。 



信託報酬 ファンドの運営・管理にかかる費用であり、信託約款に規定された料率により日々
計算され、信託財産中からご負担いただきます。信託報酬は、ファンド運営上の役
割に応じて委託会社・受託会社・販売会社に支払われます。 

信託約款 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて作成され、その内容については、
あらかじめ監督官庁に届出が行われます。 
委託会社と受託会社は、この信託約款に基づいて信託契約を締結し、ファンドの運
営・管理を行います。 

スイッチング 複数ファンドで構成されるファンド（グループ）において、あるファンドを換金す
ると同時にグループ内の他のファンドへの取得申込みを行うことをいいます。スイ
ッチングの際の取得申込みは、無手数料や割引手数料となる場合があります。 

 
た行 

投資信託説明書 目論見書の別称です。投資信託説明書（交付目論見書）と投資信託説明書（請求目
論見書）があります。 

投資信託振替制度 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。フ
ァンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿への記載・記録によ
って行われますので、受益証券は発行されません。 

 
は行 

ファミリーファンド方式 投資家から集めた資金をベビーファンドとしてとりまとめ、その資金の一部または
全てをマザーファンドに投資することにより、実質的にマザーファンドで合同運用
を行う仕組みです。 

ファンドマネジャー 運用方針に基づき、投資対象の決定や運用指図などを行う運用担当者のことです。

ベンチマーク ファンドの運用を行うにあたり、基準とする指標をいいます。 
ベンチマークが定められている場合は、目論見書に記載されます。 

 
ま行 

目論見書 投資信託の商品内容を投資家に説明するために、金融商品取引法に基づき委託会社
が作成する文書です。 
投資家の投資判断に最低限必要と考えられる情報（お申込みに際して必要な申込要
領、運用方針、費用等）が記載され、投資家に原則として交付される交付目論見書
と、ファンドの沿革・財務諸表等の詳細情報が記載され、投資家の請求に応じて交
付される請求目論見書があります。 

 



（空白ページ） 
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